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様式 4 

「関市こどもの権利条例（案）」に対していただいたご意見とこれに対する市の考え方  
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意  見  内  容  市の考え方  

116  １  P3 

P5 

P7 

 以下のそれぞれの項目に、どのような思いが込

められているのか知りたい。  

４  安全に安心して生きる権利  

（４）一人一人の発達段階にふさわしい生活がで

きること  

１５  療育・発達支援  

２２  相談及び支援  

 

 こどもが「自分らしく、安心して、自分のペース

で生きていいんだ」と感じられる。こどもも保護

者も「安心して」相談できる。過度な負担を強い

られない。子育てに孤立や不安、負担を感じるこ

となく、非難されず安心できる。  

 このような思いが込められているのか、伝えて

ほしい。  

４－（４）は、こども一人一人が、それぞれの年

齢や発達の状況に応じて、自分らしく、無理なく、

安心して生活できることを大切にしています。こど

もが自分のペースで育ち、安心して日々を過ごせる

よう、適切な環境や養育、遊び、学びが保障される

ことを趣旨としています。  

 

１５は、発達の個人差に応じた切れ目のない支援

を通じて、こどもがその子らしく育ち、必要な支援

を受けながら地域の中で健やかに成長できるよう

にすることを大切にしています。市や育ち学ぶ施設

等が連携し、こどもと保護者が孤立したり、不安を

抱え込んだりすることなく、早い段階から安心して

支援につながることを目指しています。  

 

２２は、こどもや保護者が、悩みや困りごとを一

人で抱え込まず、気軽に、安心して相談できる環境

を市が整えることを定めています。相談しやすさを

確保することで、こどもも保護者も非難されること

なく支援につながり、安心して子育てや生活ができ

るようにすることを趣旨としています。  

 

（裏面へ）  



     いずれの条文も、こどもが自分らしく、安心して

生きていいと感じられ、保護者も安心して相談で

き、支えられるようにするという思いを込めている

ものです。今後、逐条解説などを通じて、こうした

趣旨が市民の皆様に分かりやすく伝わるよう努め

ます。  

 


